
お知らせ

国保
からのマイナンバー制度導入

における対応について
　平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
　今後、医療保険者である組合ではマイナンバー法に基づいた「個人番号利用事務実施者」として、組合員及び被
保険者の方々のマイナンバーを収集させていただく予定となっております。
　特定個人情報を適正かつ安全に取り扱っていくうえで、組合は準備を着々と進めているところですが、今回はそ
の進捗についてお知らせいたします。

　その他、組合ではマイナンバー取扱いにおける組織の中で様々な検討を進めております。
　取り組みの進捗状況については、組合ホームページ（http://www.ka-z-kokuho.or.jp/）のマイ
ナンバー専用ページにて随時掲載していきますので、ぜひご覧ください。

マイナンバー取扱いにおける組織を設置しました。1

マイナンバーを適正かつ安全に取扱ううえでの宣言を国に提出・公表しました。3

個人番号通知カード・個人番号カードについての詳しい情報についてはこちら

https : //www.kojinbango-card.go.jp/個人番号カード総合サイト

当国保組合の進捗状況

●受付の移動（事務室内→EVホール）
●来客用インターホンの設置
●事務室入口のICカードによる入退室制限の実施
●マイナンバーを取り扱う専用部屋の設置とICカードによる入退室制限の実施
●事務室ガラス扉のスモーク化の強化

事務所内セキュリティを強化しました。2

事務室入口2事務室入口1

お知らせ

国保
からの 社会保障と税の一体改革

1、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」
（平成25年12月5日法案成立）
第1条～第3条　省略
第4条　（医療制度）
1～ 6　省略
7　政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
（一）省略
（二）医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保について次に掲げる事項

イ～ロ　省略
ハ　被保険者の所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助金の見直し
ニ　省略

2、「持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険法等の一部を改正する法律」
（平成27年5月29日公布）
第一　国民健康保険法の一部改正
一～二　省略
三　国は、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用の額等について、国民健康保険組合
の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗
じて得た額等を補助することができる。

※当国民健康保険組合
　平成28年度は補助率32％→29.6％に減額。5年をかけて平成32年度は20％に減額。

　年金・医療・介護等の社会保障費の増大。毎年増加分の1兆円は国の借金で
まかなう（負担の先送り）。2015年度末には837兆円の借金

急速に進む少子高齢化（現役世代の減少）
2060年には … 65歳以上は10人に4人
 出生率は193万人が48万人。4分の1に

●税について
　消費税を引き上げることにより、負担の先送り軽減と社会保障制度の充実を図る。
●社会保障の充実について

改革の必要性

改革の背景

改革の趣旨

子ども、子育て 

0.7兆円程度

医療、介護

1.5兆円程度

年金

0.6兆円程度
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